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イギリスにおける個人データの取扱い 

 

このポリシー（以下、「本ポリシー」という。）は、別途示す場合を除き、イギリスにおける個人データの取扱い

について定めます。 

 

本ポリシーは英語で作成され、その他言語に翻訳されます。英語とその他言語の間に齟齬や不一致がある

場合は、英語版を優先するものとします。 

 

1. 個人データ管理総責任者または個人データ保護責任者（DPO） 

個人データ保護責任者(DPO)は、次のとおりです。 

詳細はこちら 

 

3. 個人データ処理の法的根拠と目的 

当社グループは、下記の目的のために、同意、またはその他法令で定められている以下の処理の法的根拠

に基づいて、ご本人様の個人データを処理します。 

 

(1) お客様・お取引先様の個人データ 

処理の目的 処理の法的根拠 

当社グループとの間における契約の締結・履行、

その他の取引管理 

 ご本人様と当社グループ間の契約の履行 

 当社グループの正当な利益（取引管理を行う

ため） 

当社グループとの連絡・情報交換及び社会的

慣習に基づくご通知・ご挨拶 

 ご本人先様と当社グループ間の契約の履行 

 当社グループの正当な利益（当社グループの

商品・サービス等に関する情報をご提供するた

め） 

当社グループの商品・サービスに関する情報のご

提供・ご案内 

 当社グループの正当な利益（当社グループの

商品・サービス等に関する情報をご提供するた

め） 

当社グループの商品・サービスのご利用資格やご

本人様確認 
 ご本人様と当社グループ間の契約の履行 

法的義務の遵守 
 当社グループが事業活動上必要な法的義務

の遵守 

当社グループの事業に係わるマーケティング活動  当社グループの正当な利益（当社グループの
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等のための調査・分析・研究・監査 商品・サービス等に関する品質向上のため） 

統計情報の作成、その他当社利用のための個

人データの加工及び分析 

 当社グループの正当な利益（当社グループの

商品・サービス等に関する品質向上のため） 

お問い合わせやご意見への対応 

 ご本人様と当社グループ間の契約の履行 

 当社グループの正当な利益（左記を実現する

ために必要な当社グループの業務を遂行する

ため） 

緊急時の対応やご連絡 

 ご本人様と当社グループ間の契約の履行 

 当社グループの正当な利益（左記を実現する

ために必要な当社グループの業務を遂行する

ため） 

その他当社とのお取引を適切かつ円滑に履行す

るため 

 ご本人様と当社グループ間の契約の履行 

 当社グループの正当な利益（左記を実現する

ために必要な当社グループの業務を遂行する

ため） 

 

(2) 株主様の個人データ 

処理の目的 処理の法的根拠 

株主様の情報の管理及び必要な連絡 

 当社グループが事業活動上必要な法的義務

の遵守 

 当社グループの正当な利益（当社グループの

株主様に対して、当社グループの義務や責務

を履行するため） 

株主様に対する適法な各種便宜の供与 

 当社グループが事業活動上必要な法的義務

の遵守 

 当社グループの正当な利益（当社グループの

株主様に対して、当社グループの義務や責務

を履行するため） 

各種株主様向け施策の実施及び情報提供 

 当社グループの正当な利益（当社グループの

株主様に対して、当社グループの義務や責務

を履行するため） 

 

(3) 従業者（採用内定者および就労者等を含む）の個人データ 

処理の目的 処理の法的根拠 

配属先の決定 
 ご本人様と当社グループ間の契約の履行 

 当社グループの正当な利益（当社グループ
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の従業者の適正な人財マネジメントのため） 

昇給・昇号等の決定 

 ご本人様と当社グループ間の契約の履行 

 当社グループの正当な利益（当社グループ

の従業者の適正な人財マネジメントのため） 

賃金・賞与・退職金等の決定・支払い 

 ご本人様と当社グループ間の契約の履行 

 当社グループが事業活動上必要な法的義

務の遵守 

人事異動（出向を含む） 

 ご本人様と当社グループ間の契約の履行 

 当社グループの正当な利益（当社グループ

の従業者の適正な人財マネジメントのため） 

勤務管理 

 ご本人様と当社グループ間の契約の履行 

 当社グループが事業活動上必要な法的義

務の遵守 

教育訓練 

 ご本人様と当社グループ間の契約の履行 

 当社グループの正当な利益（当社グループ

の従業者の適正な人財マネジメントのため） 

健康管理（職務に対する能力評価を含む） 

 当社グループが事業活動上必要な法的義

務の遵守 

 ご本人様と当社グループ間の契約の履行 

 当社グループの正当な利益（当社グループ

の従業者の適正な人財マネジメントのため） 

表彰・制裁 

 ご本人様と当社グループ間の契約の履行 

 当社グループの正当な利益（当社グループ

の従業者の適正な人財マネジメントのため） 

退職・解雇 

 当社グループが事業活動上必要な法的義

務の遵守 

 ご本人様と当社グループ間の契約の履行 

災害補償 

 当社グループが事業活動上必要な法的義

務の遵守 

 ご本人様と当社グループ間の契約の履行 

福利厚生 

 当社グループが事業活動上必要な法的義

務の遵守 

 ご本人様と当社グループ間の契約の履行 

危機管理および事業継続管理 

 当社グループが事業活動上必要な法的義

務の遵守 

 ご本人様と当社グループ間の契約の履行 
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法的義務の遵守 
 当社グループが事業活動上必要な法的義

務の遵守 

各種慶弔時の手続き・連絡  ご本人様と当社グループ間の契約の履行 

当社グループ各社間の業務連絡 

 ご本人様と当社グループ間の契約の履行 

 当社グループの正当な利益（当社グループ

の事業を実現するために必要な当社グループ

の業務を遂行するため） 

経営方針や経営施策等の立案 

 当社グループの正当な利益（当社グループ

の事業を実現するために必要な当社グループ

の業務を遂行するため） 

採用内定者に対し、入社に関する必要事項の

案内、その他手続き 
 ご本人様と当社グループ間の契約の履行 

採用内定者の入社後の人事労務管理 

 ご本人様と当社グループ間の契約の履行 

 当社グループが事業活動上必要な法的義

務の遵守 

その他、事業活動に係る業務を遂行するため、ま

たは当社グループの諸規則・諸規程を実施するた

めに必要な事項 

 ご本人様と当社グループ間の契約の履行 

 当社グループの正当な利益（当社グループ

の事業を実現するために必要な当社グループ

の業務を遂行するため） 

 

(4) 採用候補者および採用内定者の皆様の個人データ 

処理の目的 処理の法的根拠 

採用活動や採用選考及びそれに必要な連絡、

情報の提供 

 ご本人様と当社グループ間の契約の締結・履

行 

採用活動や採用選考に際する、人材紹介会

社との必要な連絡 

 ご本人様と当社グループ間の契約の締結・履

行 

採用選考における交通費精算及び支給 
 ご本人様と当社グループ間の契約の締結・履

行 

採用手順・方法・施策等の管理、検討 

 当社グループの正当な利益（当社グループの

事業を実現するために必要な当社グループの

業務を遂行するため） 

法的義務の遵守 
 当社グループが事業活動上必要な法的義務

の遵守 

 

5. 個人データの国際移転 
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当社グループは、ご本人様から収集した個人データを、ご本人様がお住まいの国・地域とは異なる国・地域

に移転（以下、「国際移転」といいます。）し、処理することがあります。ご本人様の個人データを国際移転

する際、当社グループは、以下の保護措置のうち 1 つ以上を講じることで、ご本人様の個人データを適切に

保護します。 

 同意取得：ご本人様から、明示的な同意をいただきます。 

 標準契約条項等による移転先との契約の締結：データ移転のリスクに関する評価を実施し、その評価

結果を基に必要な措置を実施します。その後、当社グループと個人データの移転先との間で契約を締結

することにより、移転先が、当社グループと同等の個人データ保護水準を有していることを保証します。 

 十分性認定を受けていることの確認：イギリスの監督機関により、個人データの移転先の国・地域にお

ける個人データ保護法制（例：日本、欧州経済地域（EEA）等）が、十分な保護水準にあると認

められていることを確認します。 

 

9. ご本人様の権利 

当社グループが処理する個人データについて、ご本人様は、以下の権利を有します。 

 アクセス権 

 訂正の権利 

 消去の権利（忘れられる権利） 

 取扱いを制限する権利 

 データポータビリティの権利 

 プロファイリングを含む自動化された意思決定のみに基づいた決定に服しない権利 

 異議を唱える権利 

 同意を撤回する権利 

 監督機関に異議を申し立てる権利 

 


